
 

日 薬 業 発 第 310 号 

令和７年 11 月 19 日 

 

都道府県薬剤師会会長 殿 

日 本 薬 剤 師 会 

会 長 岩月 進 

（ 会 長 印 省 略 ） 

 

医療法第三十七条第四項及び第三十八条第一項の規定に基づき 

厚生労働大臣が指定する供給確保医薬品及び重要供給確保医薬品の告示について 

 

平素より、本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

標記について厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官より別添のとお

り通知がありましたのでお知らせいたします。 

ご高承のとおり、厚生労働省ではこれまで、医療用医薬品の安定確保策に関する

関係者会議における議論に基づき、国民の生命を守るため、切れ目のない医療供給

のために必要で、安定確保について特に配慮が必要とされる医薬品を「安定確保医

薬品」と位置づけ、必要な品目等の選定を行ってきたところです。 

本年５月に成立した医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関

する法律等の一部を改正する法律（令和７年法律第 37 号）では、必要な医薬品につ

いて安定確保の実効性を担保する観点から、医療法に「供給確保医薬品（全ての安

定確保医薬品が該当）」及び「重要供給確保医薬品（安定確保医薬品カテゴリＡ及び

Ｂが該当）」を定め、平時からの供給情報等の報告（医療法第 38 条の４：供給確保

医薬品）、供給不足の発生を未然に防止するための措置に関する指示（医療法第38条

等：重要安定供給医薬品）等に係る規定が設けられました。供給確保医薬品及び重

要供給確保医薬品は、改正医療法により、厚生労働大臣が厚生科学審議会の意見を

聴いて指定することとされており、今般の通知は厚生科学審議会医療用医薬品迅

速・安定供給部会での審議を経て、対象品目が指定・告示されたことに関するもの

です（令和７年 11 月 20 日より適用）。 

貴会におかれましては会務ご多用のところ誠に恐縮ですが、内容につきご了知い

ただきますとともに、貴会会員にご周知くださいますようよろしくお願い申し上げ

ます。 

なお、今般の法改正により特定医薬品（改正薬機法第２条第 17 項）については、

その供給が不足し、又はその特定医薬品の需給の状況その他の状況から合理的に判

断して、その供給が不足する蓋然性があると認められるため、適切な医療の提供が

困難になることにより、国民の生命及び健康に影響を与えるおそれがあると認める

場合、厚生労働大臣は製造販売業者、製造業者、卸売販売業者その他の関係者に対



 

し、当該特定医薬品又は代替薬の増産、販売の調整その他の必要な協力を求めるこ

とができる（改正医療法第 36 条第１項）とされ、薬局開設者又は病院若しくは診療

所の開設者その他の関係者に対し、調剤又は処方に関する配慮その他の必要な協力

を求めることができる（同条第２項）とされています（令和７年 11 月 20 日施行）。

これに関しては別途、施行通知が発出される予定となっておりますので、念のため

申し添えます。 

 

＜別添＞ 

 医療法第三十七条第四項及び第三十八条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指

定する供給確保医薬品及び重要供給確保医薬品の告示について（令和７年 11 月

18 日付．産情発 1118 第２号厚生労働省大臣官房厚生労働省大臣官房医薬産業振

興・医療情報審議官通知） 

 

＜参考＞ 

 厚生科学審議会(医療用医薬品迅速・安定供給部会)｜厚生労働省 HP 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-kousei_467561_00015.html 

 



産情発 1118 第２号  

令和７年 11 月 18 日  

 

 

公益社団法人 日本薬剤師会会長 殿 

 

 

厚 生 労 働 省 大 臣 官 房 

医薬産業振興・医療情報審議官 

（ 公 印 省 略 ）  

 

 

医療法第三十七条第四項及び第三十八条第一項の規定に基づき 

厚生労働大臣が指定する供給確保医薬品及び重要供給確保医薬品の告示について 

 

 

医療法第三十七条第四項及び第三十八条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指

定する供給確保医薬品及び重要供給確保医薬品については、令和７年 11 月 10 日に

別添のとおり告示され、同月 20 日から適用することとされたところです。 

つきましては、貴会におかれましては、別添の内容について、御了知いただくと

ともに、貴団体会員、貴会傘下の団体等に対し、周知方よろしくお願いいたします。 

 

別添




































	日薬業発第310号
	別添（産情発1118第2号）




